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Ⅰ　問題の所在

　課税要件に照らして過大な税額の申告がな
されたが，その申告が，更正の請求により取
り消せなくなった場合に，納税者に，納付し
た過大な税額についての不当利得返還請求を
認めるかについて障害となるのは，「租税債
権⑴の確定の観念である。すなわち，抽象的に
存在する租税債権は，確定行為（申告や課税
処分）により確定し，具体的租税債権になる

と説かれており，租税の過払いがあったとし
ても，確定行為の無効や取り消しがない限り，
当該具体的な租税債権は残存するので，不当
利得返還請求は認められないといわれている。
しかし，これでは，たとえば所得のないとこ
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ろに課税がされるというような不合理なこと
が正当化されてしまう。それは，租税法律主
義および租税公平主義の観点から許されな
い⑵。」と批判されている。この問題の解決に
ついては，更正の請求手続の排他的管轄を制
限する観点から問題を解決しようとする等の
様々なアプローチが試みられていた⑶。
　この問題には，「抽象的に存在する租税債権
は，確定行為（申告や課税処分）により確定
し，具体的租税債権になる」という命題（以
下「命題１」という。）と「確定行為の無効や
取り消しがない限り，当該具体的な租税債権
は残存するので，不当利得返還請求は認めら
れない」という命題（以下「命題２」という。）
が含まれている。そして，命題２は命題１を
前提としている。本稿では，各命題の真偽を
検討する。
　国税通則法（昭和37年法律第66号。以下「通
則法」という。）15条の「納税義務」を租税債
務と同義，同15条２項の納税義務の「成立」
は，抽象的な租税債務の発生を意味し，同15
条１項および同16条の「確定」は，具体的な
租税債務の確定を意味するものと考えられて
いるようである。そのような理解をいったん
してしまうと，そのように確定した具体的租
税債務は，まさに法律上具体的な存在となっ
た租税債務であり，それが取り消されない限
り，不当利得返還請求を否定する法律上の原
因になるのであると，実に素直に，考えてし
まいそうになる。しかし，そこで，確定した
とされている具体的租税債務は，実は，租税
実体法に合致しない租税債務である。租税実
体法に合致しない租税債務の返還を納税者は
求めることができないとする又は租税実体法
に合致しない過払い税額を国が保持できると
するのはおかしい。過払い税額は，国にとり，

いわば，「勿怪の幸い」である。そして，過払
い税額を返還しても，法律に従った正しい税
額が国に納付されたということになるに過ぎ
ないので，国に何ら損害は生じない。そこで，
確定手続の効力の及ぶ範囲を制限しようとす
る試みが始まり，更正の請求の排他的管轄を
制限する議論が生まれてきたのである。
　しかし，その前に，命題１を検討する必要
があるのではないか。命題１によって，具体
的租税債務が確定しなければ，確定手続が取
り消されない限り，具体的租税債務が残ると
いうこともないはずである。従来，命題１は
あたかも当然のことのように考えられていた
のであるが，そもそも，租税法規より発生す
るはずの抽象的に存在する租税債務は，確定
行為（申告や課税処分）により確定してしま
い，それが当該租税法規に違反しているけれ
ども，現実的な具体的な租税債務になってし
まうというようなことが果たしてありうるの
であろうか。一つの課税要件を充足して発生
する租税債務は一つの債務であるはずである。
それを，二つに区分することができるのであ
ろうか。百歩ゆずって，区分できるとしても，
抽象的租税債務と具体的租税債務は，同じ課
税要件を充足して発生してくる一つの債務で
あるはずであるのに，抽象的租税債務と具体
的租税債務とで内容の異なりうる存在になり
うるのであろうか。また，抽象的租税債務が，

⑵　中里実『財政と金融の法的構造』（有斐閣，2018）
348頁。
⑶　水野武夫「誤った課税の是正方法のあり方」税
法学566号381頁（2011），中里前掲注⑵351-352
頁，岡村忠生「納税義務の成立について」税研28
巻３号18頁（2012），谷口勢津夫「過大納付税額の
不当利得返還請求の許容性」芝池義一先生古希記
念『行政法理論の探求』（有斐閣，2016）437頁な
ど。
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確定行為を通じて，具体的租税債務となる過
程で，内容が変容（増加する）してしまう⑷，
というようなことがあっていいのであろうか。
　この問題を考えるにあたり，筆者は，当初，
通則法15条および16条の「納税義務」，「成立」
および「確定」のそれぞれの意味は，通常の
日本語および法律用語の意味を持つものとし
て考察を始めた。しかし，以下に述べる検討
を進める内に，通則法15条および16条の「納
税義務」，「成立」および「確定」の各文言の
意味は，通常の日本語および法律用語の意味
からはずれた特殊な意味であることが分かっ
てきた。そこで，以下において，通則法15条
および16条の「納税義務」，「成立」および「確
定」の各文言の意味を述べることとし，最後
に各命題の真偽について述べる。
　なお，通則法15条および16条の「納税義
務」，「成立」および「確定」の文言を，通常
の日本語および法律用語の意味と同義ではな
いとの議論を進めるにあたり，同じ文言を異
なる意味で使用するのは，読者に混乱を与え
かねないので，以下では，通常の日本語およ
び法律用語の意味で納税義務，成立および確
定をさすときは，そのまま納税義務，成立お

よび確定の文言を使用し，通則法15条および
16条の「納税義務」，「成立」および「確定」
を指すときは，それぞれ括弧付きかつイタリ
ックで表記することとする。たとえば，通則
法15条の納税義務の文言を指すときは「納税
義務」の表記をすることとする。

Ⅱ�　日本語ないし法律用語としての通常の
意味からのずれ

１�　租税債務としての意味と，「納税義務」の
意味のずれ。

　通則法15条１項の「納税義務」は，源泉徴
収者等による租税を徴収して納付する義務
（給付義務⑸）を含むので，租税債務という意
味での本来の納税義務よりは広義の概念であ
る⑹。通則法15条の「納税義務」は，租税債務
と同義ではない。このことは，後で見るよう
に，通則法制定時の国会会議録でも明らかに
述べられている。後で見るように，「納税義
務」は，納付の前段階としての税額という意
味である。

⑷　申告は抽象的に発生した租税債権の額を具体的
に確定させるという法律効果を有すると判示した
裁判例として，神戸地判平30・12・26税資268―順
号13223，判タ1473-25。筆者は原告代理人の一人
である。問題のある判旨部分を紹介する。「通則法
は，相続税について，相続等による財産取得時に
納税義務が抽象的に成立し，その具体的な税額は，
納税者の申告によって確定する。……これに対し，
原告らは，納税申告のうち，租税実体法に照らし
て過大な部分は，申告によって新たに租税債権が
成立し，確定することはないというべきであると
主張する……。しかし，申告には，抽象的に発生
した租税債権の額を具体的に確定させるという法

律効果を有するというべきであるから，有効な申
告に基づき納付された租税については，仮に申告
が過大であっても，納税者としては，更正の請求
をすべきであって，税務署長の減額更正がない限
りは，申告により納付した国税を国が保持するこ
とが不当利得となることはないと解するのが相当
である。（下線─原田挿入）」
⑸　金子宏『租税法』（弘文堂，23版，2019）155頁。
給付義務は，租税手続法上の義務であり，租税債
務ではない。但し，これは源泉徴収義務に関する
金子説を前提とするものであろう。
⑹　金子・前掲注⑸153頁。
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２�　租税債務の成立と，「成立」の意味のず
れ。

　成立とは，日本語では，「なり立つこと。で
きあがること，（取り決めなどが）まとまるこ
と⑺」，法律用語で成立は，「1ある法律案又は
予算が確定した内容の法律又は予算としてで
き上がること（例，「予算が成立したとき」（財
政30条２項）），2当事者間において一定の法
律関係ができ上がること（例，婚姻の成立（憲
24条），契約の成立（民526条）等），3団体又
は機関が法律上の存在となること（例，「法人
は，この法律その他の法律の規定によらなけ
れば，成立しない」（民33条１項））」のよう
に，日本語と同じ意味に用いられる⑻。
　通則法15条２項は，「「納税義務」は，次の
各号に掲げる国税（第一号から第十三号まで
において，附帯税を除く。）については，当該
各号に定める時（当該国税のうち政令で定め
るものについては，政令で定める時）に「成
立」する（鉤括弧─原田挿入）。」として，各
税目における「納税義務」の「成立」の時期
を記載している。しかし，暦年課税方式をと
っている贈与税において，贈与財産の取得の
とき（税通15条２項５号）に納税義務が成立
しているといえるのかなど，数種の税目の成
立の時期と一致していないとの疑問が，古く
からよせられている⑼。清永敬次は，通則法上

の納税義務の成立時期は，各税目の課税要件
の充足とは完全には一致せず，理論的に完結
した説明のしようがないので，「差当り，通則
法上の納税義務の成立時期については，一応
は納税義務が成立するための課税要件の充足
の時を念頭において規定がなされているが，
同法の適用上の他の考慮も斟酌して定められ
たものであると解釈しておくよりほかはある
まい。（下線─原田挿入）」と指摘している⑽。
　後で見るように，通則法15条２項の「納税
義務」の「成立」は，徴収手続の便宜のため
に設けられたものであり，本来の租税債務の
発生時期とは別に「繰上請求が可能になる時」
という意味にすぎない。本来の日本語ないし
法律用語としての成立とはまったく異なる概
念である。まことに紛らわしい日本語の使い
方である。そして，この表現は，現に誤解を
招いている⑾。

３　本来の確定と，「確定」の意味のずれ。

　通則法15条１項は，「国税を納付する義務
（源泉徴収等による国税については，これを徴
収して国に納付する義務。以下「納税義務」
という。）が「成立」する場合には，その「成
立」と同時に特別の手続を要しないで納付す
べき税額が「確定」する国税を除き，国税に
関する法律の定める手続により，その国税に
ついての納付すべき税額が「確定」されるも

⑺　新村出編『広辞苑』（岩波書店，７版，2018）
1621頁。

⑻　法令用語研究会編『法律用語辞典』（有斐閣，４
版，2012）674頁。

⑼　清永敬次「納税義務の成立の意義に関する研究
ノート」税法研究所論叢創刊号（1973）７頁以下，
関根達男「納税義務の成立・承継および消滅」金
子宏編『租税法講座』２巻（帝国地方行政学会，
1973）281-2頁，清永敬次『税法』（ミネルヴァ書

房，新装版，2013）198頁。
⑽　清永『租税法』・前掲注⑼199頁。清永敬次は通
則法における納税義務の文言が通常の日本語およ
び法律用語の意味とは異なることに気がついてい
るが，そこから先に，その意味を明らかにする作
業を途中であきらめられたのは残念という他はな
い。本稿は，それをさらに一歩進めようとするも
のでもある。
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のとする（鉤括弧─原田挿入）。」と規定して
いる。
　確定とは，日本語では，「確かに定まるこ
と。定まって変動しないこと。」をいう⑿。法
律用語では，「動かすことや修正・変更するこ
とができないように，はっきりと決めること，

又は決まること。」をいう⒀。訴訟法では，裁
判の確定（形式的確定）については，「裁判が
通常の上訴またはこれに準ずる不服申立手段
によってそれを争うことができなくなった状
態のこと」をいう⒁。
　しかし，申告納税方式の場合をみれば，申

⑾　大阪高判令元・10・10判タ1473-18。神戸地判平
30・12・26前掲注⑷の控訴審（上告・最決令２・
７・16未公刊・上告不受理）。問題のある判旨部分
を紹介する。「ア　控訴人らは，通則法は租税手続
法であって租税実体法ではないから，通則法15条
２項によって過大な部分の税額も含めた租税債権
が発生することはあり得ないし，通則法が定める
申告の効果（通則法上の税額の確定）によって過
大な部分の税額も含めた租税債権が発生すること
はあり得ない旨主張するほか，納税申告は私人に
よる行為で公定力がないことを指摘する。

　　しかしながら，私人の公法行為に公定力類似の
効力を認めるかどうかは関係行政法規の解釈によ
って決すべきものであるところ，相続税法27条１
項によれば，相続により財産を取得した者に相続
税額があるときは，所定の期間内に課税価格，相
続税額等を記載した申告書を提出しなければなら
ないとされ，通則法23条１項（平成23年法律第114
号による改正前のもの）によれば，納税申告書を
提出した者は法定申告期限から１年以内に限り更
正の請求をすることができるとされているにすぎ
ないのであって，このように，相続税につき申告
納税制度が採用され，納税申告書記載事項の過誤
の是正につき特別の規定が設けられているのは，
所得税の場合と同様に，課税標準等の決定につい
ては最もその間の事情に通じている納税義務者自
身の申告に基づくものとし，その過誤の是正は法
律が特に認めた場合に限る建前とすることが，租
税債務をできる限り速やかに確定させるべき国家
財政上の要請に応ずるものであり，納税義務者に
対しても過当な不利益を強いるおそれがないと認
めたことによるものと解される。こうした観点か
らすると，納税申告書の記載内容の過誤の是正に
ついては，その錯誤が客観的に明白かつ重大であ
って，相続税法や通則法が定める方法以外にその
是正を許さないならば納税義務者の利益を著しく
害すると認められる特段の事情がある場合でなけ

れば，法定の方法によらないで記載内容の錯誤を
主張することは許されないものと解するのが相当
であり（昭和39年最高裁判決参照），相続税の納税
申告には，上記説示の限りで公定力類似の効力が
あるものということができる。
　　これに対し，控訴人らは通則法が租税実体法で
はないから，租税債権債務関係について実体法上
の効力を導くことができるものではない旨主張す
る。
　　しかしながら，相続税法は，相続税の特質に照
らして通則法所定の一般原則のみでは規律できな
い事項については特則を定めており（期限後申告
の特則につき相続税法30条，修正申告の特則につ
き同法31条，更正の請求の特則につき同法32条，
更正の特則につき同法35条），一般原則に従って規
律し得る事項については，特段の定めを置かずに
通則法の規律を租税実体法の一部を構成する規定
として取り込んだものと解するのが相当であり，
控訴人らの上記主張は当を得たものとはいえない。
（下線─原田挿入）」。筆者は控訴人代理人である
が，下線部については，被控訴人もそのようなこ
とを主張しておらず，裁判所が独自に考えた理由
である。延滞税などについては税通も実体法であ
るが，基本的に国税通則法は手続規程であり，15
条２項が実体規定であるということはない。相続
法（昭和二十五年法律第七十三号）は，通則法（昭
和三十七年法律第六十六号）よりも早く成立して
いるので，通則法の規律を相続法が取り込んだと
いうことはないし，通則法制定後に，相続法が通
則法の規律を租税実体法の一部として取り込んだ
ということもない。
⑿　新村出編・前掲注⑺523頁。
⒀　法令用語研究会編・前掲注⑻111頁。
⒁　団藤重光『刑事訴訟法綱要』（創文社，７訂版，
1967）310頁。判決の確定について，新堂幸司『新
民事訴訟法』（弘文堂，６版，2019）679頁。
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告により税額が「確定」するとされていても，
修正申告，更正または再更正による変更もあ
り得る。また，取消訴訟の結果によって税額
が変更されうる。すなわち，申告の段階にお
いては，日本語の意味および訴訟法的意味で
の確定の概念とはほど遠い状態であると言わ
ざるを得ない。後で述べるように，「確定」の
意味は納付の前段階としての税額が「納付可
能な状態になること」という意味にすぎない。
通則法15条および16条がそのような意味とし
て「確定」の文言を使用しているのは，これ
もまた極めて不適切な日本語の使用方法であ
る。誤認混同を招く表現であり，国民に誤解
を与えかねない。というか，現に，広く与え
てしまっている。税額の「確定」は，不当利
得における法律上の原因になる⒂といった誤解
を与えているのである。

４�　「納税義務」，「成立」および「確定」の各
文言が，特殊な意味を持つに至ったのはな
ぜか。

　それではどうして，「納税義務」，「成立」お

よび「確定」の各文言が，通常の日本語およ
び法律用語の意味からはずれた特殊な意味を
有するに至ったのか。この問題を理解するた
めには，通則法がそのような特殊な意味の文
言を採用するに至ったのかを理解する必要が
ある。通則法において，「納税義務」，「成立」
および「確定」の各文言が採用されたのは，
通則法制定当初に遡るので，通則法制定当初
に遡って立法の経緯および制定時政府委員の
国会答弁，制定直後の政府関係者の解説書な
どを検討する。また，同時に，特殊な意味を
生み出した背景の理論をも検討する必要があ
る。結論を先に述べると，「納税義務」，「成
立」および「確定」の各文言が特殊な意味と
なった原因は次の考え方にある。すなわち，
各租税実体法における租税債務の成立から消
滅までの段階を，抽象的租税債務の段階，お
よび具体的租税債務の段階という２段階に分
けて観察し，後者のみを独立して取り上げて，
後者を前者とは異なりうるものと考えること
にある。そして，立法者は，後者のみを表し
かつ前者の場合とは異なる意味を持つ文言と

⒂　誤解の例として，神戸地判平30・12・26・前掲
注⑷。問題の判旨部分を紹介する。「ア　通則法
は，相続税の納税義務は，相続等による財産の取
得の時に成立するものとし（15条２項），その税額
の確定について，申告納税方式，すなわち，納付
すべき税額が納税者の申告により確定することを
原則とし，その申告がない場合又はその申告に係
る税額の計算が国税に関する法律の規定に従って
いなかった場合その他当該税額が税務署長又は税
関長の調査したところと異なる場合に限り，税務
署長又は税関長の処分により確定する方式を採用
している（同条１項，16条１項１号）。これらの規
定によれば，通則法は，相続税について，相続等
による財産取得時に納税義務が抽象的に成立し，
その具体的な税額は，納税者の申告によって確定
することを原則とするものと解される。

　イ　前提事実……によれば，原告らは，平成18年
11月８日，亡Aを相続したことにより，本件各株
式を取得し，平成20年12月19日，本件申告をし，
同日頃までに，本件申告に係る相続税額をそれぞ
れ納税（本件各納付）したことが認められる。そ
うすると，本件相続税の納税義務は，本件各株式
を含めた相続財産の取得の時（相続開始時）に抽
象的に成立し，その具体的な税額が本件申告によ
って確定し，原告らは，本件申告に係る相続税額
について，本件差額を含めた納付（本件納付）を
したものと評価することができる。
　ウ　したがって，原告らがした本件各納付は，本
件差額を含め，本件相続税として，本件申告に係
る税額を納付したものと認められるから，本件差
額を被告が保持することについて，法律上の原因
がないということはできない。（下線─原田挿入）」
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して，後者における「納税義務」，「成立」お
よび「確定」の各文言を使用したために，必
然的に，それらの文言は，本来の租税債務と
しての納税義務，租税義務の成立および租税
債務の確定とは，別異の特殊な意味を持つこ
とになったのである。かような経緯から，背
景となった考え方である抽象的租税債務と具
体的租税債務という考え方の理解がないと，
立法の経緯を知るために必要な資料である税
制調査会答申，政府委員の国会答弁および制
定直後の政府関係者による政府関係者の解説
書を読み解くことが難しいので，立法の経緯
を見る前に，まず，抽象的租税債務および具
体的租税債務という考え方を検討することと
する。

Ⅲ�　抽象的租税債務および具体的租税債務
という考え方の発祥

１　賦課課税時代

　全面的に賦課課税方式がとられていた時代
の大蔵官僚の手になる解説書である鈴木繁
（書籍出版時横浜税関長）『帝国税法論』（寶文
館，1919）および勝正憲『所得税及法人税』
（千倉書房，1940）には，抽象的租税債務と具
体的租税債務という記述は見られないが，田
中豊（書籍出版時大蔵省国税課長）『税法』（三
笠書房，1939）34頁には次の記述がある。

　「納税義務は課税要件の充足によって当然に発生す
るのであるが，各種の租税のうちその過半にあって
は，この納税義務の発生といふ概念は観念的な抽象的
なもので，これ等については更に納税義務の範囲を実
在的な具体的なものとして確定する行政行為を必要と
するのである。この場合は納税義務の存在及びその内
容を確認するわけであつて，納税義務者に対しては通
常課税標準の決定又は直接に納税の告知といふ形式で
行はれる。（旧漢字の表記は現在のものに置き換えた─

原田）」。

２　申告納税方式採用後

　昭和25年当時主税局調査課長⒃であった忠
佐市は次の通り述べている。
　まず，租税法に従って成立する客観的な法
律関係は，一般人には認識しがたいので，具
体的に目に見えるような形にするための作業
が必要であると指摘する。

　「納税義務の発生または租税債権の成立は，租税法
の規定にもとづいて抽象的に考えられる法律関係であ
る。つまり，租税法上客観的にあるべき法律関係が考
えられるだけである。その客観的にあるべき法律関係
は，現世における人間の知能によって具体的なことが
らとして，現実の生活のなかへその姿を現わさなけれ
ばならない。人間の知能が完全無欠のものであり，ま
たその知能が同質同等のものであるならば，それはな
に人の手によっても同じ結果が現われ，かつ，客観的
にあるべき法律関係がそのまま具体化されるはずであ
る。しかし，現世の人間としては，もともとそれを期
待するまでの域には達していないのである。したがっ
て，現行の租税法は，いくつかの段階によって現世の
人間の知能を積みあげ，たとえジグザグコースを辿ろ
うとも，結果としては客観的にあるべき法律関係の具
体化に努めようとしているものと考えることができ
る。すなわち，租税法の規定によって課税原因の発現
した法律関係について，納税義務者はたれであり，課
税物件としての事実または状態などが具体的にはいか
なるものであり，課税標準としての金額または数量等
はいくばくであり，それに対して租税の金額はいくば
くであるかを，租税法上定められた人間の知能によっ
て現実の具体的なものとしようとする。これが納税者
の側から眺めて納税債務の確認，国または地方団体の
側から眺めて租税債権の確定の課題である。（下線─
原田挿入）」⒄

⒃　忠佐市『租税法要論』（日本評論社，1950）奥
付。
⒄　忠佐市『租税法入門』（森山書店，全訂版，1958）
62頁。
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　そして，租税法にもとづく債権債務関係は
一つの法律関係から生じるにもかかわらず，
基本的納税義務と現実的納税義務との２段階
に分けて考えることが許されることについて
は次の通り述べている。

　「私法上の債権債務関係については，通常はその成
立から消滅に至るまでの全過程において，一連の，か
つ一団のものとして理解されている。例えば，⑴契約
による債務の成立があり，その履行期が定められ，多
くは債務の本旨にしたがい，あるいは債務不履行の状
態を経て債務が消滅するに至る。その間に，債権者が
債務の履行を具体的に請求する以前の状態における債
務関係と，その請求をした以後の状態における債務関
係を観念的に分別して考察するようなことは通常はか
えりみられていない。また，債務の履行期が時間的に
分散されている場合においても，債務自体と時間的に
分散されて履行さるべき債務とを観念的に分別して考
察するようなことも通常はかえりみられていない。そ
れは，⑵不法行為にもとづく損害賠償の債権債務関係
においても，同様の趣旨で理解されている。しかし，
⑶通常はかえりみられていないことがらではあろう
が，個別的な事態の解決に当面すると，以上のように
一連かつ一団のものとして理解されている債権債務関
係についても，立ち入って分折的に考察する場合が現
われてくるはずである。
　租税法にもとづく債権債務関係においては，このよ
うに立ち入って分折的に考察すべき場合を最初から予
定しておいて，その間に組み立てられる合理的な理論
に立脚して，個別的な事態の解決に資することが望ま
しいものと考えられる。それは⑴租税法にもとづく債
権債務の内容は，もともと租税法の規定によってのみ
設定せられるものであるから，なに人かによってその
内容を確定する手段を必要とする。しかも，その確定
の手段は，現行法上のものとしては，特定の人による
一段階の手段によって終結されるものではなく，いく
つかの段階の重畳を予定することによって，はじめて
完全に近づくものとされる構造をとっていると考えら
れる。⑵その確定された債権債務の内容を実現する手
段も，租税法の規定によってのみ設定される。したが
って，⑶以上の意味においての債権債務関係の確定と
実現とが，本来存在すべき債権債務関係の内容の周辺
をめぐって全容を明確にするように流動的に進展する
ことになる。このような状態を的確に理解するには，

租税法にもとづく債権債務関係を基本的納税義務と現
実的納税義務との両面から分折して考察し，かつ，そ
の有機的関連において租税法上の理論を組み立てるこ
とを適当とするものと考えられる⒅。」⒆。

　そうすると，租税債権の確定を，誰がする
かの問題が生ずるが，税務官庁が納税告知書
を送達することによって，租税の法律関係が
具体化された時代とは異なり，申告納税制度
と賦課課税方式が併存する時代にあっては，
誰が確定するかの問題が重要になると指摘し
ている⒇。
　その上で，確定の過程において，同じ一つ
の租税法規によって発生する基本的納税義務
と現実的納税義務であるにも関わらず，現実
的納税義務が，基本的納税義務を変容するこ
とがあると次の通り述べている。

　「この現実的納税義務は，具体的に特定された税額
を課税権者に納付すべき義務である。したがって，現
実的納税義務を租税法上の具体的存在として，特定さ
れた金銭債務としての法律関係が展開される。その現
実的納税義務の内容は，あるいは，基本的納税義務の
全容を満たしていない場合があるかも知れない。ま
た，無自覚または行政事件訴訟繋属中である等の理由
のため，基本的納税義務の全容をこえている場合があ
るかも知れない。しかし，それらの現実的納税義務の
内容が有効に存在している以上，それが適法な租税法
上の確認変更の手段によって変改されないかぎりは，
租税法上の法律関係はそれによって動いているのであ
る�。（下線─原田挿入）」。

⒅　忠・前掲注⒄194-195頁。忠佐市は，抽象的租
税債権と具体的租税債権という表現をするものも
いるが，忠佐市のいう基本的納税義務と現実的納
税義務と同義であるとしている。同書193頁。
⒆　同旨。金子一平『租税法概論』（大蔵財務協会，
1950）30頁。当時，国税庁調査課長。同書表紙。
⒇　忠・前掲注⒄63-64頁。
�　忠・前掲注⒄197頁。
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３�　租税法研究会『租税法総論』（有斐閣，
1958）における忠佐市および田中二郎の議
論

　田中二郎および雄川一郎らが，当時の大蔵
事務次官平田敬一郎を含む大蔵官僚らと租税
法について継続的に研究会を開催し，昭和33
年に，研究会の成果を出版した。同研究会で
は，まず，租税債務がどのような特質を持つ
のかが検討され，納税者が有する国に対する
債権を自働債権として租税債務と相殺できる
かの議論から始まり，租税債務は公的色彩が
あるので，受働債権とすることはできないの
ではないかというようなことが議論されてい
る。すなわち，同研究会では，租税債務の公
的色彩の側面に興味がそそがれ，そこが議論
の出発点になっている。そして，次に租税債
務はいつ成立するかの話題に移っていった。
忠佐市は，犯罪が成立し罰金が科されること
になっても，具体的にいくらの罰金を納めな
ければならないのかはわからず，刑罰として
の罰金額が，裁判所により具体的に定まって
いく過程を引き合いに出し，罰金の法律関係
と租税の法律関係に違いがあるかを検討し，
租税の場合は，罰金とは違い，税務官庁と納
税者は，一方的に決められる関係ではないと
いう意味で対等の関係にあるのだけれども，
罰金の場合と同様に，まず特定額の金銭債権
として具体化する前の債権関係と，特定額の
金銭債権として具体化してから後の関係を二
つに分けて考察したいと提案する�。そして，
忠佐市は，納税者にとり，租税債務は負うか
という問題として抽象的なものと具体的なも
のを分けた方が理解しやすい，その例として
行政機関が納税告知をする際には，その前提
としてすでに租税債務についての法律関係が

成立しているが，その法律関係を前提に納税
告知をすれば，それによってはじめて租税法
律関係が具体的に動き出すと指摘している�。
　田中二郎は，抽象的債権債務関係は法律自
身で決めているとしながらも，それを具体的
な債権債務関係に移していく場合に，賦課課
税の場合は，調査，決定および告知によって
内容が具体化されるので行政が具体的内容を
一方的に決められることがはっきりしており，
申告納税の場合でも，納税義務者の判断（申
告）を認めているが，それは常に解除条件付
きであり，税務署が正当と認めることを条件
としており，税務署が正当と認めなければ更
正し，無申告の場合は，決定をし，不服があ
れば，まず行政上の訴訟手続であらそわなけ
ればならないとされているところに着目する。
この税務署側の判断に公定力を認め，それに
対する抗告訴訟という形をとっているところ
に特色があるとし，このようなことからする
と，抽象的租税債務が具体化して租税債務と
して具体的な金銭債権となった場合に，それ
が私法上の債権と同じ性質のものであるかを
考えなければならないと指摘している�。
　忠佐市は，租税債務の発生時期よりも，具
体的な給付請求権の中身に注目しているよう
である。先に紹介した忠佐市の著作による説
明も，具体的な給付請求権の中身を税務官庁
側が確認するためのシステムとして二段階に

�　租税法研究会『租税法総論』（有斐閣，1958）
161-165頁。
�　租税法研究会・前掲注�195頁。
�　租税法研究会・前掲注�165-166頁。田中二郎
の申告の承認という考え方について，同180-181頁
も参照。解除条件付き義務が成立し，更正によっ
て確定するという考え方について同181-182頁も参
照。
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分けて考えるというものであった。忠佐市は，
大蔵官僚として，徴税の実務を担う立場であ
るから，実務的側面，つまり，いかに税を収
納するか，そのためには納付額が具体的にど
うなるのかの側面に関心があったようである。
租税債務を税務官庁側から主観的に観察して
いる。賦課徴収がいくらになるのか，国庫に
いくら入るのか，そちらの方に主たる関心が
行くのは大蔵官僚としては当然であったのか
もしれない。
　他方，田中二郎は，租税債務の性質そのも
のに理論的興味があり，租税債務の額が具体
的に決定されるプロセスに税務官庁が介在す
ることに権力性の要素を見いだそうとしてい
る。

４�　検討―忠佐市および田中二郎の理解の問
題点

⑴　忠佐市の理解の問題点
ⅰ　罰金のアナロジーの誤り

　まず，忠佐市は，刑罰としても罰金のアナ
ロジーから，基本的納税義務と現実的納税義
務を考えているが，刑罰における観念的刑罰
権と現実的刑罰法律関係（刑の執行）の関係
は，裁判という公権力による形成作用であり，
租税債務の場合には公権力により形成される
関係にはないので，アナロジーの前提を欠い
ている。

ⅱ 　税務官庁による主観的な事実認識と裁判官に

よる客観的事実認定との混同

　次に，忠佐市は，「客観的にあるべき法律関
係は，現世における人間の知能によって具体
的なことがらとして，現実の生活のなかへそ
の姿を現わさなければならない。人間の知能
が完全無欠のものであり，またその知能が同
質同等のものであるならば，それはなに人の
手によっても同じ結果が現われ，かつ，客観
的にあるべき法律関係がそのまま具体化され
るはずである。しかし，現世の人間としては，
もともとそれを期待するまでの域には達して
いない」という。この認識には基本的な誤り
がある。
　忠佐市は課税要件に該当する事実の認識
が，現世の人間には難しいという。しかし，
それでは，同じく現世の人間である裁判官も
課税要件事実の有無を認識できないというこ
とになってしまう。これは裁判制度の否定に
つながる�。また，裁判官は，ありもしなかっ
た課税要件充足時の課税要件事実を，後から
遡って，適当に認定するのでは決してない。
たとえそれが税務官庁側に主観的にいかに認
識が難しかったとしても，それにはかかわり
なく，裁判官が認定する課税要件事実は，充
足時に客観的に存在する課税要件事実である。
たとえば，課税要件事実としての所得が問題
になる事案において，所得の計算に，いかに
複雑な計算が必要であろうとも，その所得の

�　法律関係というものはそもそも人間の五感によ
って認識できないものであるので，裁判官は，法
律効果の発生を定める法律要件に該当する具体的
事実の有無が存在したかどうかを認定することに
よって法律関係を判断する。新堂・前掲注⒁580
頁，司法研修所編『新問題研究要件事実』（法曹
会，追補版，2020）５頁。税法においても，課税

要件に該当する事実の有無を認定することにより，
裁判官は租税債務の有無を判断する。このことは
当たり前のことである。神ならぬ身の現世の人間
である裁判官が，課税要件事実を認定できないと
立論するならば，それは租税訴訟制度の否定であ
る。
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把握についていかに税務官庁の証拠収集が難
しくとも，裁判官は，提出された証拠に基づ
き，課税要件事実としての客観的な実在であ
る所得を認定するのである。課税要件事実の
認識は，税務官庁の認識がすべてではない。
忠佐市の議論は，税務官庁側の主観的な課税
要件事実の認識と，裁判官による客観的な課
税要件事実の認識を混同するものである。
　租税債務については，他の債務と比較して，
計算や各種の選択等をしてみないと具体的な
内容が分からないからというのが忠佐市の理
解の前提になっているようであるが（田中二
郎も同様），金銭債務は発生の時から金額を伴
うのである。計算や各種の選択をしてみない
と，金額が決まらない金銭債務は，租税に限
らない。たとえば，交通事故により，傷害を
負った場合，医療費の総額は症状固定時まで
わからない。入通院慰謝料は，入通院中は総
額がいくらになるのかわからない。それでも，
医療費についても，入通院慰謝料についても，
損害賠償債務は交通事故の時に発生し，その
時から，それらについて，遅延損害金まで生
じるのである。選択債権は，選択権行使のと
きから，債権が発生するのではなく，選択債
権の発生のときに効果が遡及する（民411条）。
選択権行使のときに，給付の内容が具体的に
なるのではなく，選択債権発生の時から，具
体的な内容の債務が発生するのである。無権
代理人に対する損害賠償責任については，相
手方の選択により，履行または損害賠償を請
求しうるが（民117条１項），選択の時に債務
が発生するのではなく，無権代理行為の時か
ら，履行責任または損害賠償責任が発生する，
そして，それらの具体的内容―金額であれば
その金額―は，無権代理行為の時に客観的に
なっているとされる。これらのことは，当た

り前のことである。こと税の金銭債務のとき
にだけ，基本的納税義務と現実的納税義務あ
るいは抽象的租税債務と具体的租税債務に区
別して考える必要はないばかりか，分けるの
は，次に述べる分断の前後で内容が異なると
いう大問題につながる。
ⅲ 　一つの租税債務をその過程で分断し分断の前

後で内容が異なりうるとする誤り

　何よりも問題であるのは，忠佐市は，現実
的納税義務が基本的納税義務を変容させるこ
とがあり，たとえ現実的納税義務がそれを超
えても有効であるとしていることである。し
かし，それでは，租税法規に定められた以上
の納税義務を負担させることになってしまう。
これは明らかに租税法律主義に違反する。
　また，課税要件の充足の時点での金額が分
かって初めて，納税者の予測可能性は担保さ
れるのである。租税債務の確認の過程で内容
が変容するのであれば，それはもはや確認で
はない。形成である。納税者の予測可能性を
害することは，租税法律主義の自由主義的側
面である課税要件明確主義に違反する。

⑵　田中二郎の考え方に特有の問題点
　田中二郎�は，抽象的租税債務と具体的租税
債務という表現をもって，課税要件の充足に
よって成立する抽象的な租税債務と，具体的
に納付あるいは徴収可能となった給付請求権
とを分けて考察している。そして，更正等を
もって，公法上の一種の形成権であるとして
いる。前者の分断的考察に対しては，忠佐市
に対するのと同様の批判が可能であるので，
その点は繰り返さない。ここでは，田中二郎
の考え方に特有の問題点だけを述べる。
ⅰ　誤解を招く，抽象的・潜在的という表現

　田中二郎は，課税要件の充足によって成立
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する租税債務と，具体的に納付あるいは徴収
可能となった給付請求権の対応関係を，抽象
的・潜在的租税債務と，具体的租税債務と表
現した。観念的（ideational）租税債務と現実
的（realistic）租税債務という表現で対比さ
せるのであるのであれば，まだ幾分かはまし
であったのかもしれないが，抽象的，特に潜
在的の表現は誤解を招くおそれがある。すな
わち，抽象的（abstractive）・潜在的（potential）
租税債務と具体的（concretely）租税債務と
いう文言で表現をしてしまうと，それが，通
則法15条２項の「成立」を租税債務の発生と
同義に解する誤解および通則法15条および16
条の「確定」を租税債務の内容自体の確定と
同義に解する誤解とも合わさり，抽象的租税
債務が確定行為により，たとえ抽象的租税債

務の内容を超えていても，それが具体的租税
債務となるという感覚につながる危険がある�。
　田中二郎は，抽象的租税債務と具体的租税
債務とで内容が異なる結果を容認するために，
あえて，抽象的・潜在的という表現を用いた
のかもしれないが，内容が異なる結果を容認
することが，租税法律主義に違反することは
先に述べたとおりである。
ⅱ　公法上の一種の形成権とする理解の誤り

　更正等をもって，公法上の一種の形成権と
する理解は，「租税債権は，法律の規定する課
税要件事実の発生によって当然に発生するも
のであって，国がなす課税処分は，単にその
税額を明確にするものにすぎない�」。すなわ
ち，国がなす更正等は確認行為にすぎないか
ら誤りである。

�　田中二郎は，その後も抽象的租税債務と具体的
租税債務という考え方を維持した。田中二郎の教
科書には，次の記載がある（下線─原田挿入）。
「租税実体法の定めている租税債権債務関係の中に
は，抽象的租税債権債務関係と具体的租税債権債
務関係との区別を認めなければならない。前者は，
租税実体法の定める課税要件を充足することによ
って成立し，租税債権者たる国又は地方公共団体
が相手方たる人民に対し，これを取得することに
なるけれども，その租税債権は未だ抽象的・潜在
的に成立しているだけで，さらにその内容を具体
的に確定するための特別の手続を経てはじめて現
実具体的な租税の給付請求権としての租税債権と
なるものをいう。現行租税法のもとでは，例えば，
所得税は，源泉徴収による所得税を除き，暦年の
終了の時，法人税は，事業年度の終了の時，相続
税は，相続又は遺贈による財産取得の時に，それ
ぞれ，その納税義務が成立することになっている
（税通15条２項）が，それらの場合にも，国の租税
債権は，単に抽象的に成立するだけで，未だその
具体的内容は定まっておらず，さらに法律の定め
る特別の手続により，納付すべき税額が確定され
てはじめて，具体的租税債権が成立することとな
る。この場合における租税債権者の権利は，課税

権又は賦課権ともいうべきもので，いわば，税務
行政庁が租税債権の具体的確定のためにする処分，
すなわち，更正若しくは決定（申告納税方式の場
合）又は賦課決定（賦課課税方式の場合）をする
ことができる権利（公法上の一種の形成権）にほ
かならない」田中二郎『租税法』（有斐閣，３版，
1990）159，184-5頁。
�　奇妙なたとえであることは承知の上で，パンを
作る例にたとえれば，小麦粉からパンを作る過程
の製造過程（確定行為─田中二郎のいう公法上の
一種の形成権）が介在することにより，小麦粉か
らパンができあがり，発生した債務たる具体的な
パンが，当初の課税要件より発生するはずの租税
債務を超えるものになってしまっても，パンとし
て確定した以上，その確定が取り消されない限り，
そのパンの存在が国の給付の保持を根拠づけるの
で，法律上の原因になる，という誤解に結びつい
てしまう可能性がある。しかし，100グラム分のパ
ンを作るための材料の量の小麦粉から，200グラム
の小麦粉を材料としてできあがるはずのパンがで
きあがるということはありえない。一升の米から
は，一升分の米から炊ける量の飯しか炊けないの
である。
�　最判昭42・３・14裁判集民86-551。
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Ⅳ　立法の経緯

１　税制調査会答申

　昭和36年７月５日，税制調査会から通則法
制定に向けた答申（以下「答申」という。）が
出された�。上述の租税法研究会の田中二郎お
よび平田敬一郎も国税通則法小委員会の委員
中に含まれている（忠佐市は含まれていな
い）。この答申中，租税債務の成立，確定，履
行に関して，次のように述べている。長くな
るが，答申の考え方を知る上で重要であるの
で，該当部分を紹介する。

　「租税債権は，成立，確定及び履行という過程を経
て，その満足が図られることとなる。この全過程にお
いて税務官庁が行なう処分には種種のものがあるが，
なかでも確定の段階における賦課権の行使と，履行の
段階における徴収権の作用が重要である。これら賦課
権と徴収権については，後に述べるように，法律関係
の安定を図るため等の理由により，期間制限が設けら
れている。
　そこで，この期間制限を論ずるのに必要な範囲で，
上記の租税債権の成立，確定及び履行の全過程を申告
所得税に例をとつて概観することとしよう。
⑴　租税債権・債務の成立
　所得税については，課税標準の計算期間である１暦
年が経過して所得税法の実体的規定に定める課税要件
が充足されると，租税債権・債務が成立する。換言す
れば，その暦年における納税者の取引その他の事実に
基づいて得られた総所得金額，退職所得の金額及び山
林所得の金額の合計額が基礎控除額と扶羞控除額との
合計額をこえ，かつ，そのこえる額に対し定められた
超過累税率を適用して計算した税額が配当控除額をこ
えるとき，租税債権・債務が成立する。
⑵　租税債権・債務の確定
　上記⑴のように暦年の終了時に成立した租税債務
は，具体的に確定されなければならない。申告所得税
においては，この具体的確定は，通例翌年の３月15日
の確定申告期限までに納税者がする申告によってされ
る。
　納税者の申告が適正であってその内容が税務官庁に

よつて是認される場合は，この租税債務の確定は最終
的なものになる。これに対し，申告された所得や税額
が成立した租税債務を正確に反映していないときは，
修正確定申告の形で納税者により追加的な租税債務の
確定がされるほか，税務官庁による更正（減額更正を
含む。）によつても同じく追加的な租税債務の確定が
行なわれる。また，確定申告期限までに納税者による
確定申告がないときは，その第一次的確定は，納税者
による（期限後）申告又は税務官庁による決定という
形をとる。そうして，ここにこういう更正叉は決定
が，すなわち賦課権の行使にあたる処分である。
　なお，上記のような確定手続の過程において税務官
庁がした更正叉は決定につき納税者に異議があれば，
税務争訟の手続が開始し，租税債務はこの手続を経て
最終的に確定されることになるのはいうまでもない�。
（下線─原田挿入）」

　通則法15条２項の「成立」を定めた趣旨と
しては，次の通り述べている。

　「現行国税徴収法第43条（繰上徴収）は，納期限を
まつては租税の徴収を困難にすると認められる場合に
おいて，納税義務のすでに確定した租税につき納期限
前にその徴収をすることができることを定めている
が，納税義務の確定した租税の範囲の定め方が税目間
に不統一であり，繰上徴収の趣旨が充分に生かされて
いないと認められるので，各税目を通じて統一的に，
すでに納税義務の成立した租税については繰上請求を
することができるものとする�。」

　答申は，「確定の段階における賦課権の行
使」という言葉を使用するなど，租税債権の
成立と具体的確定を分けて考察しており，こ
こには，忠佐市の基本的納税義務と現実的納
税義務，田中二郎の抽象的租税債権と具体的
租税債権の発想の影響がうかがえる。そして，

�　税制調査会「国税通則法の制定に関する答申」
（1961年７月５日）。
�　税制調査会・前掲注�別冊27頁。
�　税制調査会・前掲注�11頁。
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答申はもっぱら賦課権と徴収権には期間制限
があるので，その関係で，租税債権の成立，
確定および履行の過程を観察しているとして
いる。答申の問題意識は，租税債権の発生を
定める課税要件の構築ではなく，その充足後
の賦課権と徴収権の行使の方にあるのである。
そして，租税・債権債務という文言を用いて
いるが，それは，実は，税額計算後の金額を
指していることが分かる（上記答申⑴）。さら
に，納税義務の成立を定めるというのも，も
っぱら繰上請求の便宜のためであることも分
かる。結局，ここでいう納税義務というのも，
あくまで賦課・徴収の関係での納税義務とい
うものを，特定して指し示しそうとしている
ことが分かる。このことは後の国会答弁を聞
くともっと明瞭になる。
　なお，申告納税方式は賦課課税方式ではな
いので，申告納税方式の場合に賦課権という
文言を使用するのは不適当である。申告，更
正および決定はいずれも課税要件の確認行為
にすぎないからである�。

２　第40回国会における政府委員の説明

　通則法が成立した第40回国会（昭和37年）
における政府委員の通則法法案説明のうち本
稿にとり必要部分を紹介する�。
　通則法法案の提案理由については次の通り
述べている。

　「これは現行の各税法の中には，それぞれ実体規定

と手続規定がございまして，しかもその手続規定とい
うのは，各税ほとんど同じようなことが書いてござい
ます。しかも必ずしも中身は統一されていない。それ
も理由があって統一されていないのではなくて，どう
も一緒にする必要がある。かたがた各税法を見ます
と，実体規定と手続規定があって，各税法の内容が複
雑になっておる，そこで共通事項をカッコの外に出し
まして，各税法には実体規定だけにしてしまう。そう
した方が納税者が税法を見た上で非常に理解しやすい
であろうということが第一点でございます。……。第
三点は，現在の各税法にはそれぞれいろいろな規定が
ございますが，基本的な法律関係がはっきりしていな
い。たとえば租税債権はいつ成立し，いつ確定し，い
つ消滅するのか，あるいは時効と除斥期間というのは
同一なのかどうか，賦課金と調整金の間に差があるの
かないのか，それから間接税と直接税で，ある賦課税
について期間の制限が違う。たとえば直接税でござい
ますと，通常でございますと，三年間たつと，更正決
定ができないというような制限があるにもかかわら
ず，間接税には何らそういうものがない，まあこうい
う問題，あるいは本人の申告から更正決定あるいは異
議の申し立ての段階で，前の処分とあとの処分との間
で法律関係，法律効果がさっぱりはっきりしていない
という問題，あるいは所轄税務署というのは一体何で
あるかという問題，こういう基本的な法律関係が明確
でないという点がございまして，これらの点をこれら
の国通則法則法においてあわせて詳細に規定して参り
たい�。（下線─原田挿入）」。

　通則法15条および16条については次の通り
述べている。

　「納税義務の確定，いつ確定するのかという問題を
言っておるわけでございます。その前に観念的には成
立という問題があるわけでございまして，成立即確定
とするものと，それから成立後一定の手続を経て確定
する，その手続につきましても申告納税によって確定

�　清永『税法』・前掲注⑼196頁。金子・前掲注⑸
154頁参照。但し，金子宏は確定行為という表現を
もちいている。

�　両院本会議および各委員会等で，同じ説明がな
されている部分は省き，本稿にとり重要であると
思われる部分のみを紹介する。

�　第40回国会衆議院予算委員会会議録第１号（そ
の１）14頁（昭和37年１月26日）。中略した第２点
は利子加算税の見直し等である。参議院でも同様
の説明がなされている。第40回国会参議院予算委
員会会議録第２号14頁（昭和37年１月26日）。
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するもの，それから賦課課税によって確定するもの，
それはどんな税目であるかということをはっきりした
わけでございます。なぜ成立または確定をはっきりさ
せる必要があるかと申しますと，成立につきまして
は，あとで言いますように，繰り上げ決定とかあるい
は繰り上げ請求の問題に関連してくるわけでございま
す。それから，確定の問題につきましては，あとで出
て参りますように，賦課権の行使の期間制限がござい
ますが，それは一体いつからなるのか，あるいは徴収
権の時効の問題の起算点は，その確定の時期がいつか
というような問題，あるいは利子税―今度は延滞税で
ございますが，延滞税は一体いつから取るのか，ある
いは利子税は一体いつから取るのかという，こういう
起算日の問題があるわけでありまして，この点が従来
不明確であったということでございますので，それぞ
れの税目につきまして成立並びに確定の時期をきめて
いるわけでございます。
　で，十五条は，まず一般的にある手続によって確定
するんだ，こう言いまして，それから成立の時期は一
体いつであるかということを，その二項におきまして
各税ごとに定めておるわけでございます。
　それから，その次に，成立と同時に確定すべき国税
は次に掲げるものでございますというので，三項でう
たっているわけでございます。
　それから，第十六条に行きまして，その成立即確定
しないで，特別の手続を待って初めて確定するものは
次のようなものでございますとうたっておきまして，
一号が申告納税方式によって確定するものでございま
す。賦課課税というのは，もっぱら税務署長が賦課決
定することによって確定するものでございます。どう
いう税目が申告納税方式であり，どういうものが賦課
課税方式であるかということは，その第十六条の第二
項にうたっております。その税額を申告すべきものと
して各税法で定めておる，そのものはここでいう申告
納税方式によって確定する税目である，それ以外のも
のは賦課課税によって成立するものであるということ
を二号できめておるわけでございます�。（下線─原田
挿入）」

　通則法15条１項の「確定」の意味について
は次の通り述べている。

　「ここで書いてあります確定と申しますのは，たと
えば抽象的に申しますと，暦年が経過すると，所得税
法は，客観的な事実は一つございますので（ママ），

従いまして，そこで納税義務が成立するということで
通則法では扱っておりますが，税額はその法律要件が
きまれば自動向（ママ）にきまってくる筋合いのもの
でございます。ただその場合に，納付とのつながりを
どうするかというので，確定という言葉を出しておる
わけでございます。その場合に，納付の前提として
は，確定したものでなければ納付する義務はないのだ
という，それだけの意味の確定でございます。納付の
前段階として確定が要るものとそうでないものを分け
てあるわけでございます。従って，申告納税したもの
が正しい税額であるとか，あるいは税務署長の処分に
よって追加した部分が正しいとか正しくないとかとい
う問題は別の問題でございます。ただここでは，納付
の前段階としてそれが具体的に確定しなければならな
い，これだけの意味で書いてあるわけでございます。
申告した分は申告したなりに，それはそれとして確定
するが，あとで読んでいただくとおわかりになります
ように，その分は納付書で納めて下さい，あとで税務
署長が調査したところと違うということになれば更正
するかもしれない，増額更正もあるかもしれません
し，それからまた減額更正ということも法律的にはあ
り得るわけでございます。その場合には，その増額し
た部分はそれはそれとして処分によって確定する，こ
ういうことがうたってあるだけにすぎません。従いま
して，ここは納付との全く技術的の関係が書いてある
だけでございます�。（下線─原田挿入）」
　「この税額の確定，従来は，この税額は，納税義務
が成立して，それからある確定がありまして，確定し
た税金について初めて納付の問題が起きるということ
が，これは解釈上はそう考えられておったわけでござ
いますが，これを法律上明らかにしたわけでございま
す。それで，つまり確定の前には納付の問題は起きま
せんということを単に書いてあるわけでございます。
それと同時に，具体的に確定するのはどういう手続に
よって，どの部分の税額が確定するのかということで
ございます。その税額が最終的に正しいかどうかとい
う問題は全然別途の問題でございます。
　……もとより，この税額が何できまるのだと，抽象
的にですよ，正しい税金は何できまるのだといえば，
法律の定むるところでございまして，税額を算出する

�　第40回国会参議院大蔵委員会会議録16号（昭和
37年３月20日）４頁。
�　第40回国会衆議院大蔵委員会会議録第27号24-5
頁（昭和37年３月26日）。
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までの課税要件，それによってきまるわけでございま
す。その法律で定められた課税要件を，それぞれが，
本人，納税者がそれを読んで申告される。税務署はど
うもその課税要件と違っている，申告したところと違
うということになりますと，あるいは減額しあるいは
増額するわけです。減額も増額も両方あり得るわけで
ございます。しかし，その納付という問題に関する限
り，これは具体的にきまらにゃいけませんから，それ
が間違っているとか間違っていないとかという問題じ
ゃなくて，まず，きまったものについて納める義務が
ございます。もし間違っているというなら，その救済
手続は別個に定めているということでございまして，
これは別に，これによって納税者の権利がどうされる
とかこうされるという話ではございません。納付の前
段階として税額が確定する必要がある。で，どの部分
が確定するかということを書いているわけでございま
す。（下線─原田挿入）」�

　以上の政府委員の説明を読むと，各税法か
ら共通事項の手続法だけを抜き出して通則法
を作ったと政府委員は説明しているように，
そもそも通則法は手続法であり，租税実体法
でないことが明かである�（従って，手続規程
にしかすぎない通則法が，相続税法にとりこ
まれ租税実体法の一部を構成する規程になり
うるかのように解する�というのは，手続規定
にすぎないものが他の法律に取り込まれるこ
とにより実体法となるというおかしな解釈で
あるということが分かる。）。
　また，政府委員が問題にしているのは，租
税債務の発生した後の，納付の前段階として
の税額にすぎないものであることも分かる。
政府委員は，租税債務の発生，すなわち課税
要件自体を通則法で定めるのではなく，たん
に納付の前段階としての税額についての手続
を通則法で定めたと説明しているのである。
すなわち，「その分は納付書で納めて下さいと
いう金額」にすぎないのである。�
　そして，通則法の「成立」については，実
体法上の租税債務の発生をいうものではなく，

たんに，繰上請求の関係で設けられたもので
あることが明かにされている。
　さらに，「確定」については，あくまで賦
課・徴収の便宜から手続上定められたものに
過ぎないものであること，すなわち，租税実
体法を変更するような，租税債権を新たに発
生させたり，変更したりするようなものでは
ないこともわかる。「ここは納付との全く技術
的の関係が書いてあるだけでございます。」，
「確定の前には納付の問題は起きませんという
ことを単に書いてあるわけでございます。そ
れと同時に，具体的に確定するのはどういう
手続によって，どの部分の税額が確定するの
かということでございます。その税額が最終
的に正しいかどうかという問題は全然別途の
問題でございます。」との部分はまさにこのこ
とを示している。
　政府委員のいう「納付の前段階として税額
が確定する」，これは，納付のためには，納付
すべき金額が定まっていなければ，収納・徴
収の手続上こまるので，その金額を定めると
いう位の意味しかない。後から更正等により
変更しうるからである。しかし，ここにおい
て「確定」という文言を使用したため，通則
法の「確定」の意味は通常の日本語の意味あ
るいは法律用語の意味から外れてしまってお
り，難解となってしまっている。
　このように，「確定」の言葉の用い方がまっ
たく不自然なため，正直言うと，筆者は，最
初国会会議録を読んだときには，政府委員の

�　第40回国会参議院大蔵委員会会議録第23号８-
９頁（昭和37年４月２日）。
�　加算税，延滞税などはそれぞれの課税要件を創
設しており，その限りで，通則法は租税実体法を
含んでいる。
�　大阪高判令元・10・10前掲注⑾。
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国会答弁をよく理解できなかった。同様に，
国会においても，「確定」の意味を通常の日本
語と同じ意味に理解したある国会議員によっ
て，申告により確定すると書いてあるのに，
後で税務署長が更正決定できるのはおかしい
ではないか，申告により確定するとするなら，
それを最終的な税額とするべきで，インチキ
ではないかというような，「確定」の意味を正
解しない質問がなされたりしている��。
　しかし，当時の大蔵省が一つの租税債務を，
抽象的租税債務と具体的租税債務の２段階に
分けて観察しており，通則法のいう「確定」
はもっぱら，後者の中身を明らかにすること
だけの意味において使用しているのだという
ことが理解できれば，先に見た政府委員の答
弁も理解できる。政府委員は課税要件の充足
による租税債務の発生と，納付の前段階とし
て税額を具体的に決めるという問題は別のこ
とであり，通則法が定めているのは，もっぱ
ら後者のみであると言っているのである。
　要は，国税の納付書に記載する金額を決め

る手続のことを，あとで取り消されるかもし
れないけれども，一応決まったものとして，
「確定」という文言で表しているのである。日
本語の使い方としてはおかしな用法であると
言わざるを得ない。おそらく，これは，通則
法制定以前の時代の，賦課という行政処分に
より税額が決定された時代において，税額の
決定手続のことを，税額の確定と呼んでいた
ことの名残であったのだろうと思われる。そ
の時代においても，税額の確定は不適当な用
語であると指摘されていた�にもかかわらず，
通則法制定にあたり，確定の他に適当な用語
が見つからなかったのであろう。結局，確定
の文言が通則法においても使用され続けるこ
とになり，ひいては今日にいたるまでの混乱
を招く原因となっている。

３　通則法制定直後の解説書

　通則法制定後の大蔵官僚の手になる通則法
の解説書には次の記述がある。
　⑴まず，国税債権の成立については，答申

�　第40回国会衆議院大蔵委員会会議録第27号48頁
（昭和37年３月26日）。
�　近時においても，「確定」の意味を租税債務の実
体的法的確定の意味であるかのように判示する判
決がある神戸地判平30・12・26前掲注⑷「また，
原告らは，前記のとおり……昭和37年３月２日の
第40回国会衆議院大蔵委員会における政府委員答
弁……を引用する。しかし，同政府委員は，申告
納税方式ないし税額の確定の意味について，「確定
というのは具体的な債権がきまる過程，きまる方
式をうたっておるわけでございますから，〔判決
注：納税の額は，〕原則としては申告できまるの
だ。」（47頁５段目），「これ［判決注：同法の申告
納税方式の定義に関する規定〕は具体的な債権額
が確定する手続が書いてあるわけでございます。」
（48頁２段目）とも答弁しており，同政府委員は，
……，申告納税方式においては，課税要件事実が
あることによって，納税義務が抽象的に成立し，

その具体的な税額は，納税者の申告によって確定
すると認識を前提とした答弁をしているものであ
って，申告に基づく納税額を国が保持することに
ついて法律上の原因を否定する趣旨をいうもので
はないと解される。
�　通則法制定前においても，租税債権の確定の字
句は，判決の確定のように最終的な効力を持つも
のではないので，本来の意義とは外れるが他に適
当な用語がないので使用すると述べられていた。
「租税債権の確定という字句は判決の確定というよ
うに最終的な効力をもつものとして用いられる意
味ではなくて，抽象的な法律関係を具体的な法律
関係のものとする行為を意味するものとして用い
ている。積みあげの段階的構造過程における行為
の一つ一つが考えられているわけであるから，必
ずしも最終的な効力をもたないものもある。適当
な用語が見当たらないが，しばらくこの用語を使
う。」忠・前掲注⒄63頁。
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および政府答弁と同様の説明がなされている。

　「国税債権がいつどのようにして成立し，確定する
かは，租税法律関係の基本的事項の一つである。従
来，これに関して規定したものはなく，一般に国税債
権は，所得税法その他の各税法の定める課税要件の充
足によって成立されるものとしている（昭和二十二年
四月二十五日大判，昭和二十四年六月二十六日広島高
判。）すなわち，たとえば一暦年または一事業年度の
所得を課税実体とする所得税または法人税にあって
は，その暦年または事業年度の終了時に，物品税，酒
税等課税物件の製造場からの移出に当って課税される
消費税にあっては，その移出の時にそれぞれ国税債権
が成立するものと観念されている。しかし，国税債権
の成立は，原則として直ちに履行すべき義務の発生を
意味するものではなく，この成立の概念は，いわば将
来の一定時期において，一定金額の給付されるべき義
務を課しうべき状態の実現ということであり，したが
って，この段階にある国税債権は抽象的であり，具体
的国税債権として確定手続を経ない限り履行の請求ま
たは滞納処分ということはあり得ない�。」。
　「各租税実体法の規定するところにより客観的に成
立した納税義務ないし租税債務は，多くの場合直ちに
具体的納税義務として納付又は徴収の対象となりえな
い。このような租税債務は，課税要件事実の認識のい
かんにより，又は租税法規の解釈のいかんにより，そ
の金額が必ずしも同一ではないからである�。そこで，
租税法は，客観的に成立した租税債務を当事者たる納
税者又は徴税機関の主観に反映せしめ，もつて金額の
確定を行ない，その上で始めて履行手続を進めること
としている。法が納付すべき税額の確定といっている
のは，これである。換言すれば，納付すべき税額の確
定とは租税債務を現実に履行しうる具体的なものとす
るための納税者のする申告及び税務官庁のする賦課処
分をいい，具体的な租税債務の内容を客観的に成立し

ている租税債務の内容に近づけ一致させるための重畳
的な行為の体系である�。」

　⑵次に，納税義務の成立時期については次
の記述がある。

　「納税義務の成立時期は，従来租税の時効及び除斥
期問，詐害行為取消権，繰上請求，脱税犯の成立等に
関連して問題とされた。しかし，これらを仔細に検討
してみると，⑴時効及び除斥期間は，権利を行使しう
る時から進行することとされている。しかるに，多く
の租税は確定をまってはじめて請求しうるものであ
り，確定手続をなしうる時期と成立時期とは異なる。
したがつて，成立時期と時効及び除斥期間の起算日と
は多くの場合一致しない。
　⑵詐害行為は，債権者を害することを知ってした行
為である。� 他方，多くの租税にあっては，課税要件
事実が納税者の意思にかかり，又は過去の事実の集積
であるから，その成立をあらかじめ予測することは可
能である。� したがつて成立前にされた行為でも詐害
行為たりうるものがある�。
　⑶脱税犯は，租税の確定を免れる行為であるから。
（ママ）その成立と納税義務の成立とは直接関係がな
い。
　このように考えると，成立時期に直接関連をもつも
のは，さきに掲げた事例のうちでは，繰上請求のみで
あると認められる。国税は，いかなる場合において
も，その成立前に履行が請求されることは適当でない
からである。
　そこでこの法律においては，繰上請求の観点からみ
て必要な範囲において，法第一六条第二項各号及び施
行令第五条に，各税目ごとの成立時期を明確に規定す
ることとされている。（下線─原田挿入）」�

�　高橋三郎編『例解国税通則法・国税徴収法』（学
芸書房，1962）７頁。同35頁も参照。高橋三郎は，
当時，関東信越国税局所属。同書奥付。

�　「租税債務は，課税要件事実の認識のいかんによ
り，又は租税法規の解釈のいかんにより，その金
額が必ずしも同一ではない」という記述は，主観
的な認識をいうものにすぎない。客観的な債権は
課税要件の充足により一定の金額で発生する。

�　大蔵省主税局税制第二課編『国税通則法とその
解説』（大蔵財務協会，1962）15頁。高橋編・前掲
注�36-7頁，志場喜四郎他編『国税通則法精解』
（大蔵財務協会，初版，1963）202頁，同（16版，
2019）254頁。
�　最判42・３・14前掲注�とは異なる考え方であ
るが，その点はひとまず置く。
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　結局，通則法15条２項のいう「成立」は，
本来の租税債務の成立とは別に，繰上請求の
便宜のために設けられたものであるとのこと
である。要するに，繰り上げ請求を可能とす
るための手段として，本来の租税債務の成立
よりも早い時期に，手続上，繰り上げ請求を
可能にする時期として「成立」という文言を
使用したのだということがわかる。
　それであれば，通則法15条２項の「成立」
は，「繰り上げ請求を可能とする時期」とでも
書けばよかった。しかし，「その成立前に履行
が請求されることは適当でない」との理由で，
通則法15条２項で，「納税義務」が成立すると
いう形で規定したようである。けれども，各
税法の課税要件事実の充足を離れて，基本的
に手続法にすぎない通則法で，一箇条租税債
務の成立の規定を設けても，各税法の課税要
件事実の充足が全部早まるということはない
であろう。
　「納税義務」の意味を先に見たように「納付
の前段階としての税額」と理解すると，通則
法15条２項に規定する時から「納付の前段階
としての税額」につき繰上請求が可能となる
という意味になる。通則法15条２項の段階で
は，「納付の前段階としての税額」は「確定」
していないが，繰上請求が可能になると言っ
ていることになる。

Ⅳ�　通則法15条および16条の「納税義務」，
「成立」および「確定」の意味

１　「納税義務」の意味

　先に検討したように納税債務を抽象的と具
体的に二つに分断して考えることは間違いで
あるが，その理解を前提として，通則法15条
および16条の「納税義務」が定められたもの

であるならば，その通りに，すなわち，政府
委員の答弁から明らかになったように，通則
法上の「納税義務」の意味は租税債務と同義
ではなく，納付の前段階としての税額そのも
のだけを，納付の手続のために取り出したも
のであるとして解釈するべきである。
　立法者は，各租税実体法における租税債務
の成立から消滅までの段階を，抽象的租税債
務の段階，および具体的租税債務の段階とい
う２段階に分けて観察し，後者のみを独立し
て取り上げて，後者を前者とは異なりうるも
のと考えて，後者のみを表しかつ前者の場合
とは異なる意味を持つ文言として，後者にお
ける「納税義務」，「成立」および「確定」の
各文言を使用したために，必然的に，それら
の文言は，本来の租税債務としての納税義務，
租税義務の成立および租税債務の確定とは，
別異の特殊な意味を持つことになったのであ
る。そうであれば，その特殊な意味をもって，
「納税義務」，「成立」および「確定」の各文言
を解釈しなければならない。
　「納税義務」の意味は，政府委員の答弁の検
討から明らかになったように，納付の前段階
としての税額の意味であり，それを超えて「納
税義務」を，租税債務そのものを指すものと
解釈することは，いわば立法の意図すること
を不必要に拡大させてしまうことになる。租
税債務を分断するという考え方の誤りという
傷口は小さいうちに防ぐべきであり，傷口を

�　大蔵省主税局税制第二課編・前掲注�16-17頁。
志場喜四郎他編・前掲注�（初版）209-10頁も同
様の説明をしているが，納税の猶予制度，更正決
定の所轄等の特例措置等において，納税義務の成
立を要件としているものがあり，これらとの関係
でも納税義務の成立を明らかにする必要があると
している。同（16版）264頁も同様である。
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広げて悪影響を拡大するようなことは避けな
ければならない。
　そして，通則法のいう「納税義務」は，租
税債務を指すのではなく，単に租税納付の手
続上の便宜のための，「納付の前段階としての
税額」のみを指すと解釈することは，実は，
通則法の文言とも整合している。
　まず，既に述べたように，源泉徴収等によ
って租税を徴収して納付する義務（給付義務）
も含めて，つまり租税債務そのものを指す狭
義の納税義務よりも広いものとして，通則法
15条１項が，通則法上の「納税義務」を定義
している。次に，各税法では，租税債務とし
ての納税義務は「所得税を納める義務」（所得
税５条），「法人税を納める義務」（法人税４
条），「消費税を納める義務」（消費税５条）と
定義するなど，租税債務を指す場合には，端
的に「○○税を納める義務」と定義している
ところ，通則法15条１項の「納税義務」の定
義規定は「国税を納める義務」とせず，わざ
わざ「国税を納付する義務」であるとしてお
り，各税法の租税債務としての納税義務の定
義規定とは異なる書き方をしている。同様に，
通則法第２章の見出しは，「国税の納付義務の
確定」であり，「国税を納める義務の確定」で
はない。通則法16条の見出しは，「国税につい
ての納付すべき税額の確定の方式」であり，
「国税を納める義務の額の確定の方式」ではな
い。同条１項本文は「国税についての納付す
べき税額の確定手続」であり，「国税を納める
額の確定手続」ではない。かように，通則法
は，租税債務自体を直接に指し示す「国税を
納める義務」の文言を避けている。以上の通
則法の文言の書きぶりとも整合するのである�。

２　「成立」の意味

　通則法15条２項の「成立」は，租税債務の
成立とは異なり，たんに繰上請求を可能とす
るために手続上もうけた制度であることは，
答申，国会答弁，通則法制定直後の大蔵官僚
の解説書および現在にいたるまでの国税徴収
法精解の記述を見てもあきらかであろう。通
則法15条２項の「成立」は，「繰上請求ができ
る時期」を意味すると解するべきである。
　清永敬次が指摘するように，通則法15条２
項の「成立」を，租税債務の発生と同義に解
すると，贈与税が暦年課税となっていること
と矛盾すること，また，国会答弁でも明らか
なように，そもそも通則法は手続法を各税法
から「カッコの外に出しまして，各税法には
実体規定だけにしてしまう。」ために制定され
たものであり，租税債務の発生という実体法
にかかわるものでないから，あえて，通則法
15条２項の「成立」を租税債務の発生を意味
すると解釈する必要はない。租税債務の分断
的考察に基づく立法の経過から特殊な意味と
なった理由は，「納税義務」の箇所で述べたと
同様である。

３　「確定」の意味

　通則法15条および16条の「確定」を文字通
り，日本語・法律用語の意味の確定と解する

�　租税債務を納める義務と租税債務を納付する義
務とは，日本語としてまったく同じではないか，
という疑問もあるであろうが，本稿で紹介した通
則法制定の経緯を見れば，納付の前段階としての
税額，いわば納付書に記載すべき金額を特に取り
出して手続上「納税義務」と呼ぶことにしたこと
が理解できると思われる。書き分けには表現に困
った執筆者の苦心の後が見られるとも読めるので
ある。



国税通則法15条および16条にいう「納税義務」，「成立」及び「確定」の意味

税法学584　183

ことは，既に述べたように，まったくおかし
な意味となるのであり，通則法15条および16
条の確定は，租税の収納の手続上，納付の前
段階としての金額を手続上定めたというもの
に過ぎない。すなわち「確定」は租税収納の
手続上「納付可能な状態になる（国から見れ
ば収納可能な状態になる）こと」を意味する
に過ぎないと解するべきである。これは，通
則法制定時の国会における政府委員の答弁通
りの解釈である。そして，通則法の「確定」
は租税債務を新たに発生させたり，変更する
ものではない。通則法は手続法を各税法から
「カッコの外に出しまして，各税法には実体規
定だけにしてしまう。」ために制定されたもの
であり，租税債務の内容を形成するものでは
なく「これによって納税者の権利がどうされ
るとかこうされるという話ではございませ
ん�」からである。この点も政府委員の答弁通
りの解釈である。租税債務の分断的考察に基
づく立法の経過から特殊な意味となった理由
は，「納税義務」の箇所で述べたと同様であ
る。

４�　「納税義務」の「確定」と修正申告および
更正決定の関係

　かように解釈するとき，「納税義務」の「確
定」と修正申告および更正決定の関係は次の
通りとなる。
　すなわち，通則法16条は，申告納税方式に
よる税については申告により，無申告の場合
および賦課課税方式による税については税務
署長又は税関長の処分により，「納付の前段階
としての税額」が「納付可能な状態になるこ
と」としているのである。しかし，それは，
修正申告（税通19条）または更正（税通24条）
によって変更されうるものであり，変更され

れば，変更されたものが，今度は新たに「納
付の前段階としての税額」として「納付可能
な状態になること」となるのである。そして，
それらのことは，租税債務の内容には影響を
与えない。修正申告，更正決定または再更正
決定がいくら繰り返されようが，租税債務の
内容には影響を与えないのである。「租税債権
は，法律の規定する課税要件事実の発生によ
って当然に発生するものであって，国がなす
課税処分は，単にその税額を明確にするもの
に過ぎない�」のである。

Ⅴ　誤った「納税義務」の「確定」の効果

１　誤った「納税義務」の「確定」の効果

　以上の検討の結果より，誤った「納税義務」
の「確定」がなされ，それが更正の請求によ
って取り消せなくなったとしても，そのこと
は，「納付の前段階としての税額」の「納付可
能な状態になること」が取り消されなくなっ
たということを意味するにすぎないから，租
税債務には影響を与えない。政府委員がいっ
たように，通則法15条および16条の「納税義
務」の「確定」は，「これによって納税者の権
利がどうされるとかこうされるという話では
ございません�」のである。
　すなわち，本稿の命題１は偽である。「抽象
的に存在する租税債権は，確定行為（申告や
課税処分）により確定し，具体的租税債権に
なる」，ということはない。

�　第40回国会参議院大蔵委員会会議録・前掲注�
９頁。
�　最判昭42・３・14前掲注�。
�　第40回国会参議院大蔵委員会会議録・前掲注�
９頁。
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２�　更正の請求の排他性といわれているもの
との関係

⑴　更正の請求の排他性といわれるもの
　更正の請求の排他性なることが説かれてい
る�。法がわざわざ更正の請求の手続を設けた
趣旨にかんがみると，申告が過大である場合
には，他の救済手段によることは許されない，
これを抗告訴訟の排他性にならって更正の請
求の排他性というとされる。
　しかし，そもそも，ならうべきとされてい
るところの抗告訴訟の排他性（「公定力」とも
いわれる。）自体，日本の法律には明示する規
定がなく，そのようなものを認めるかどうか
について議論がある。そのような概念を，あ
たかも所与のものとして，更正の請求の場合
にも無批判に応用することには，そもそも問
題がありそうである。
　抗告訴訟の排他的管轄については，行政行
為の優越性（官庁の意思表示の法律価値は個
人の法律行為と根本的価値が異なる又は行政
行為はいかなる場合にも国家的権威がある）
に根拠を置く考え方�と，抗告訴訟制度を設け
た以上は，救済手段がそれに限定されると解
するという考え方�に大きく分かれる。
　前者の考え方からすると，少なくとも，本
稿で冒頭に問題としている申告については，
私人の行為であるから，申告によって通則法
上の「納税義務」の「確定」が生じただけで
あり，それが更正の請求の期間徒過によって，
取り消されなくなっただけの場合，そこには
行政行為は一切ないので，公定力は生じない
はずである。
　後者の考え方からは，更正の請求の手続を
設けた趣旨を検討することになる。しかし，
通則法制定にあたる答申および政府委員の国

会答弁には，そのようなことは，一言も述べ
られていない。言外にほのめかすということ
すらないと言っても過言ではないだろう。述
べられているのは手続を設けましたというこ
とだけにすぎない。手続を設けましたので，
それ以外の手段による救済は認めませんとは
言っていないのである。仮に，更正の請求の
排他性を欲するのであれば，法律にそのよう
に書けばよいだけの話であるから，明文の規
定なき以上認めるべきではないのではないか。
なぜなら，国民の予測可能性を担保すること
も法の基本的な役割である。特に税法はそう
である（租税法律主義の自由主義的側面）。更
正の請求の排他性を認めるということは，そ
れによって国民の救済手段を制限しようとい
うのであるから，なおさら明文の規定が必要
であると考えるべきである。
　なお，抗告訴訟の排他性の大きな根拠とし
て，出訴期間が制限されていることが挙げら
れているが，平成29年改正民法（平成29年６
月２日法律第44号）により，更正の請求につ
いては，そのようなことはいえなくなった。
すなわち，従来は，民法上の不当利得返還請
求権の消滅時効が10年であるのに対し，更正
の請求の期間は，原則として５年であり，更
正の請求には出訴期間の短期の制限があると
いいえたが，平成29年改正民法は，債権の消

�　金子・前掲注⑸946頁。但し，原則的排他性と
いう表現をしており，例外を予想しているものと
思われる。
�　田中二郎『行政法総論』（有斐閣，1957）275頁。
�　塩野宏『行政法Ⅰ』（有斐閣，６版，2015）161
頁，藤田宙靖『行政法総論上巻』（青林書院，2020）
235頁。芝池義一『行政法総論講義』（有斐閣，４
版補訂版，2006）148頁，宇賀克也『行政法総論』
（有斐閣，７版，2020年）365頁など。
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滅時効の期間を「債権者が権利を行使するこ
とができることを知った時」からの５年で時
効にかかるものとした（民法166条１項）。「知
った時」というためには，債権の発生の原因
となる事実と債権者が債務者に明らかになっ
ている必要があるが，法的評価にあたる事柄
については，債権者がその評価がされること
を認識しうる事実を債権者が知るだけで良い
とされている�。租税の場合，納税者は，通
常，不当利得返還請求についての債権の発生
の原因となる事実（課税要件を満たしていな
いこととなる事実関係）と債権者（納税者）
を知っているので，５年の時効が適用される
場合がほとんどであろう。従って，一概には
更正の請求の期間制限は，民法上の不当利得
返還請求権の消滅時効の期間よりも短期であ
るとはいえなくなったのである。すなわち，
更正の請求の排他性は，その大きな根拠を欠
くに至ったのである。

⑵　更正の請求の排他性の及ぶ範囲
　百歩譲って，更正の請求の排他性を認める
としても，それが及ぶ範囲（客観的範囲）を
考えなくてはならない�。本稿で検討したよう
に，「納税義務」の「確定」がなされ，それが
更正の請求によって取り消せなくなっても，
それは，租税債務とは別の存在である，租税

収納手続上の「納付の前段階としての税額」
が，通則法の手続によって，租税収納手続上
での「納付可能な状態になること」が取り消
されなくなったということを意味するにすぎ
ない�。
　「納税義務」の「確定」が取り消されなくな
ることにより，本来の「納税義務」の「確定」
（「納付の前段階としての税額」が「納付可能
な状態になること」）を超えて，租税債務（税
を納める義務）に影響を与える─更正の請求
の排他性が及ぶ─と考えるのは，「納税義務」
の「確定」が，本来及ぶべきでないはずの租
税債務に影響を与えてしまうことになる。従
って，「納税義務」の「確定」が取り消されな
くなり，かつ更正の請求の排他性の理論を認
めるとしても，そのことは租税債務には影響
を与えないと解するべきである。政府委員が
いったように，「納税義務」の「確定」は，
「これによって納税者の権利がどうされるとか
こうされるという話ではございません�」ので
ある。納税者の租税債務が成立する範囲にお
いて，租税を納める義務を負うのであるとい
うことに影響を与えないし，それ以外の金員
が納付された場合に，返還請求する権利にも
影響を与えないのである。すなわち，本稿の
命題２は偽である。「確定行為の無効や取り消
しがない限り，当該具体的な租税債権は残存

�　佐久間毅「民法の基礎１」（有斐閣，５版，2020）
412頁。

�　一定の給付を認める確定判決がある場合であっ
ても，その既判力の範囲に如何により，それが法
律上の原因となるか否かは判断されるのである。
「任意競売における配当異議訴訟の判決は各抵当権
の存否，その順位を確定するものではないから，
原審認定の事実関係の下において被上告人が上告
人に対し不当利得返還請求権を有する」とし確定
判決の既判力の範囲から不当利得返還請求におけ

る法律上の原因を判断した最判昭43・６・27民集
22-6-1415参照。
�　「納付可能な状態になる」ことによって収納する
ことは可能であるし，滞納処分も可能である。し
かし，それは，仮執行宣言付き判決による執行の
ようなものであり，後で取り消され返還請求され
うることを予想するものであるといえようか。
�　第40回国会参議院大蔵委員会会議録・前掲注�
９頁。
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するので，不当利得返還請求は認められない」
ということはないのである。

⑶　最高裁判所の判断との関係
　錯誤により過大な申告をしても，申告に重
大かつ明白な瑕疵がないかぎり，過大税額の
不当利得返還請求は認められないとした昭和
39年の最高裁判所の判断もあった�。しかし，
その後，申告時の所得税法ではまったく適法
な申告がなされた場合であっても，課税要件
の根幹に関わるような重大な過誤がある場合
には不当利得返還請求を認める最高裁判所の
判断も出ている�。また，税務官庁の判断を前
提とする賦課課税の固定資産税において，賦
課課税処分を取り消さなくとも，国家賠償請
求ができるとした最高裁判所の判断が出され
たりもしている�。今や，最高裁判所が，先の

昭和39年の判断を維持しているかどうかは疑
問の余地なしとしないであろう。

Ⅵ　結論

　以上より，本稿の命題１および２は偽であ
る。すなわち，課税要件に照らして過大な税
額の申告がなされたが，その申告が，更正の
請求により取り消せなくなった場合に，納税
者に，納付した過大な税額についての不当利
得返還請求を認めるかについて，「納税義務」
の「確定」は，障害とはならない。
� 以上

�　最判昭39・10・12民集18-8-1762。
�　最判昭48・４・26民集27-3-629。
�　最判平22・６・３民集64-4-1010。




